
最高裁秘書第3231号

令和元年6月21日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

崎幸最高裁判所事務総長 今 眉

司法行政文書開示通知書

平成31年4月17日付け（同月19日受付，最高裁秘書第2142号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成29年10月2日付け人事局総務課長事務連絡（片面で3枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



●

（入る－20-B)

平成29年10月2日

ノ

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局総務課長和波宏典

●

事務連絡

平成29年度人事院勧告後事務総長会見（10月2日 （月）実施）における発言
、 、

は別紙のとおりです。
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’翻大項目 中項目 発言

正な勤務実態の把握をているところであるが，今後も，引き続き，職場実態に合った事務の簡素化，合瑠上に向けた具体的な取組を実
鍵擬鶴野鮒施し,1個”職員に対しても日々の効率的,合理的な事務処理に向けた意識改革を更に徹底していくよう, より
◎職場実態に即.した一層下級裁を指導するとともに，その取組を後押ししていきたいb
両立支援制度の拡充を
はかるとともに，十分 、 」 ・

辮臺鷆蕊蟇蕊
こと。
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止
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驚 撫 繍
等維瀞織り騨聯畿経墨辮瀧謹鮮鱗総難詰かした能力発揮が図られるような育成が意識
準の引き上げや生活関的に行われるよう，引き続き取り組みたいと考えている。

警手当の支給を行うこ
’ ．

◎高齢層職員の能力
及び経験の活用に向け
た具体的な対策を聯じ
ること。 ，
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5． 2雇用と
年金の接続
4’高齢層
職員の能力
及び経験の
活用

一一一一一一一一一

8労働基
本権の確立
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